
- 1 - 

船舶事故調査報告書 
 

 

  Ⅰ １件目の事故 

   船 種 船 名 ケミカルタンカー SAMHO HERON 

   ＩＭＯ番号 ９２１４０４４ 

   総 ト ン 数 ９,１４９トン 

 

   船 種 船 名 貨物船 GOLDEN WING 

   ＩＭＯ番号 ８４０１０５４ 

   総 ト ン 数 ８,６５１トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２１年１２月３１日 ０４時４０分４２秒ごろ 

   発 生 場 所 愛媛県今治市梶
かじ

取
とり

ノ鼻南西方沖  

          来島梶取鼻灯台から真方位２５０°２.５海里付近 

          （概位 北緯３４°０６.３′ 東経１３２°５０.７′） 

 

  Ⅱ ２件目の事故 

   船 種 船 名 ケミカルタンカー SAMHO HERON 

   ＩＭＯ番号 ９２１４０４４ 

   総 ト ン 数 ９,１４９トン 

 

   船 種 船 名 貨物船 千鶴丸 

   船 舶 番 号 １３５５０４ 

   総 ト ン 数 ４９９トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２１年１２月３１日 ０４時４３分ごろ 

   発 生 場 所 愛媛県今治市梶取ノ鼻南西方沖  

          来島梶取鼻灯台から真方位２４５°２.４海里付近 

          （概位 北緯３４°０６.１′ 東経１３２°５１.０′） 
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                      平成２３年１２月１５日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘  

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長）   

                     委   員  庄 司 邦 昭 

                                     委   員  石 川 敏 行 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 1.1.1 １件目の事故 

  ケミカルタンカーSAMHO
サンホー

 HERON
ヘ ロ ン

は、船長ほか１９人が乗り組み、梶取ノ鼻南西方

沖を北東進中、貨物船GOLDEN
ゴールデン

 WING
ウイング

は、船長ほか１８人が乗り組み、同沖を南西進

中、平成２１年１２月３１日０４時４０分４２秒ごろ両船が衝突した。 

  SAMHO HERON は、左舷船首部に破口及び左舷船尾部に凹損を生じ、GOLDEN WING

は、船首部に亀裂及び凹損並びに右舷船尾部に凹損を生じたが、両船とも死傷者は

いなかった。 

 

 1.1.2 ２件目の事故 

  SAMHO HERON は、GOLDEN WING と衝突したのち、１件目の事故発生場所付近を南

東進中、貨物船千鶴
ち づ る

丸は、船長ほか３人が乗り組み、GOLDEN WING の左舷後方を南

西進中、平成２１年１２月３１日０４時４３分ごろ梶取ノ鼻南西方沖（１件目の事

故発生場所の南東方４００ｍ付近）で両船が衝突した。 

  SAMHO HERON は、船首部に損傷を生じ、千鶴丸は、右舷中央部に凹損を生じたが、

両船とも死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２１年１２月３１日、本事故の調査を担当する主管調査

官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官ほか１人の船舶事故調査官

を指名した。 
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 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２２年１月４日 口述聴取 

平成２２年１月１２日 現場調査及び口述聴取 

平成２２年１月１３日、２月２３日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

Ⅰ １件目の事故 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録による運航経過 

  海上保安庁来島海峡海上交通センター（以下「来島マーチス」という。）が受信

した船舶自動識別装置（ＡＩＳ）*1 の情報記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）に

よれば、平成２１年１２月３１日０４時００分０２秒～０４時４０分４２秒の間に

おける SAMHO HERON（以下「Ａ船」という。）及び GOLDEN WING（以下「Ｂ船」とい

う。）による本事故が発生するまでの運航経過は、次のとおりであった。 

  なお、Ａ船のＡＩＳ記録には、船首方位が記録されていなかった。 

   (1) Ａ船 

    ① ０４時００分０２秒ごろ、北緯３３°５９′０２.２″、東経１３２°

４４′１５.６″において、針路（対地針路、以下同じ。）０２８°（真方

位、以下同じ。）及び速力（対地速力、以下同じ。）１２.７ノット（kn）

で航行した。 

    ② ０４時０３分０２秒ごろ、北緯３３°５９′３５.０″、東経１３２°

４４′３９.５″において、針路０３０°及び速力１２.９kn で航行した。 

    ③ ０４時１１分０１秒ごろ、北緯３４°０１′０３.８″、東経１３２°

４５′４７.２″において、針路０３４°及び速力１３.３kn で航行した。 

    ④ ０４時２５分０１秒ごろ、北緯３４°０３′３４.０″、東経１３２°

                         
*1   「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種 

類、船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態等に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶 

相互間、陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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４８′００.１″において、針路０３７°及び速力１３.５kn で航行した。 

    ⑤ ０４時３３分０２秒ごろ、北緯３４°０４′５８.１″、東経１３２°

４９′２２.２″において、針路０４２°及び速力１３.４kn で航行した。 

    ⑥ ０４時３５分０２秒ごろ、北緯３４°０５′１８.５″、東経１３２°

４９′４３.０″において、針路０４０°及び速力１３.３kn で航行した。 

    ⑦ ０４時３７分０２秒ごろ、北緯３４°０５′３８.４″、東経１３２°

５０′０３.８″において、針路０３８°及び速力１３.３kn で航行した。 

    ⑧ ０４時３９分０２秒ごろ、北緯３４°０５′５８.８″、東経１３２°

５０′２４.２″において、針路０３８°及び速力１３.２kn で航行した。 

    ⑨ ０４時４０分０２秒ごろ、北緯３４°０６′０９.０″、東経１３２°

５０′３４.５″において、針路０４３°及び速力１３.４kn で航行した。 

    ⑩ ０４時４０分３１秒ごろ、北緯３４°０６′１３.７″、東経１３２°

５０′３９.７″において、針路０４６°及び速力１３.０kn で航行した。 

    ⑪ ０４時４０分４２秒ごろ、北緯３４°０６′１４.８″、東経１３２°

５０′４０.６″において、針路０５３°及び速力４.３kn で航行した。 

   (2) Ｂ船 

    ① ０４時３３分０１秒ごろ、北緯３４°０７′２１.９″、東経１３２°

５２′０４.８″において、船首方位２３１°、針路２２４°及び速力 

１２.２kn で航行した。 

    ② ０４時３５分０１秒ごろ、北緯３４°０７′０４.７″、東経１３２°

５１′４３.９″において、船首方位２３１°、針路２２６°及び速力 

１２.１kn で航行した。 

    ③ ０４時３７分０２秒ごろ、北緯３４°０６′４７.９″、東経１３２°

５１′２３.０″において、船首方位２３１°、針路２２７°及び速力 

１２.０kn で航行した。 

    ④ ０４時３９分０２秒ごろ、北緯３４°０６′３１.５″、東経１３２°

５１′０１.９″において、船首方位２３０°、針路２２７°及び速力 

１２.０kn で航行した。 

    ⑤ ０４時４０分０２秒ごろ、北緯３４°０６′２３.２″、東経１３２°

５０′５１.３″において、船首方位２２６°、針路２２５°及び速力 

１２.３kn で航行した。 

    ⑥ ０４時４０分３２秒ごろ、北緯３４°０６′１８.６″、東経１３２°

５０′４６.３″において、船首方位２２０°、針路２２２°及び速力 

１２.１kn で航行した。 

    ⑦ ０４時４０分４２秒ごろ、北緯３４°０６′１８.４″、東経１３２°
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５０′４５.６″において、船首方位２０５°、針路２５７°及び速力 

２.７kn で航行した。 

 

 2.1.2 乗組員の口述等による運航の経過 

１件目の事故が発生するまでの経過は、Ａ船の一等航海士（以下「航海士Ａ」と

いう。）及びＢ船の一等航海士（以下「航海士Ｂ」という。）の口述並びにＡ船の船

長（以下「船長Ａ」という。）、航海士Ａ、甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）、Ｂ

船の船長（以下「船長Ｂ」という。）、航海士Ｂ、実習航海士（以下「実習航海士

Ｂ」という。）、甲板員（以下「甲板員Ｂ」という。）及び一等機関士の回答書によ

れば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか１９人が乗り組み、大韓民国蔚山
ウルサン

港でトルエン約  

１,００７ｔ及び潤滑油約１,５００ｔを積載し、平成２１年１２月３０日 

１０時００分ごろ蔚山港を出港して阪神港神戸区に向かった。 

航海士Ａは、翌３１日０３時４０分ごろ愛媛県松山市沖の釣島水道東口付

近で船橋当直に就き、甲板員Ａを見張りに就け、航海灯及び危険物積載船で

あることを示す紅色閃光灯を表示し、安芸灘南航路第１号灯浮標（以下、灯

浮標の名称については「安芸灘南航路」を省略する。）の南東方０.１～  

０.２海里（Ｍ）付近を通過したのち、安芸灘南部の推薦航路*2（以下｢安芸

灘南航路｣という。）に設置された各灯浮標を結ぶ線（以下「中央線」とい

う。）に沿い、その右側を第２号灯浮標に向けて自動操舵により航行した。 

航海士Ａは、１２月２４日に中華人民共和国江 陰
チャンギン

港で乗船したが、Ａ船

が修理を終えて出渠した直後であったため、船体の点検や清掃などの船内作

業により多忙であったことや蔚山港において荷役の準備や立会いなどを行っ

た上、出港後は、当直以外の時間に書類の整理などを行っていたことから、

短時間の睡眠を断続的にしかとっておらず、睡眠不足と疲労が蓄積した状態

であった。 

航海士Ａは、第２号灯浮標の東方０.１～０.２Ｍ付近で右転して針路を約

０４２°に定め、来島海峡航路西口に向かう０４１°の中央線の右側を約 

１３.０kn の速力で自動操舵により航行した。 

航海士Ａは、間もなくＡ船が中央線を横切ってその左側を航行することに

なったが、レーダーなどにより船位を確認していなかったので、中央線の左

                         
*2  「推薦航路」とは、地形や潮流等の自然条件のみを考慮して海図に記載されたものをいい、法的 

に規定されたものではない。推薦航路に沿って航行する船舶の多くは、海図に記載された中央線の 

右側を航行している。 
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側を航行していることに気付かず、右側を航行していると思っていた。 

航海士Ａは、第３号灯浮標を右舷側に見る態勢で通過したが、自動操舵で

航行しているので中央線の右側を航行していると思い、目視などにより同灯

浮標を確認せずに航行を続けた。 

航海士Ａは、衝突の約１０分前、来島海峡航路西口での船長Ａへの報告場

所が近くなったのでレーダーで確認したところ、船首輝線の少し左方７Ｍ付

近にＢ船ほか２隻の反航船の映像を認め、エコートレイル*3 の残像の形状か

ら、Ｂ船ほか２隻がいずれも中央線に沿って南西進しており、この３隻とは

左舷を対して通過できると思い、同じ針路及び速力で航行した。 

航海士Ａは、ＧＰＳに表示された位置を海図に記入したが、中央線の左側

を航行していることに気付かず、衝突の約５～１０分前、来島海峡航路西口

の報告場所に接近したことを船内電話で船長Ａに報告した。 

航海士Ａは、Ｂ船とは左舷を対して通過できるものと思い、Ｂ船に対する

目視及びレーダーによる見張りを行っていなかったので、Ｂ船との接近に気

付かずに航行した。 

また、航海士Ａは、見張りに就いていた甲板員Ａと同じ当直に入るのは初

めてであり、船橋当直中に一言も会話を交わしておらず、甲板員ＡからＢ船

についての報告がなかった。 

航海士Ａは、居眠りはしていなかったが、前方をよく見ていなかったので、

その後もＢ船の接近に気付かず、０４時４０分３０秒ごろ、船首方４００ｍ

付近にＢ船の左舷灯を視認し、ウイングに出て確認したところ、Ｂ船のマス

ト灯２個及び両舷灯を視認したので、直ちに手動操舵に切り替えて右舵一杯

をとり、Ａ船が右回頭を始めた頃、Ｂ船が左回頭を始めたのを認めた。 

Ａ船は、右回頭中、Ａ船の左舷船首部とＢ船の船首部とが前方から約 

２５～４０°の角度で衝突し、両船が更に回頭を続け、Ａ船の左舷船尾部と

Ｂ船の右舷船尾部とが再び衝突した。 

Ａ船は、衝突後、機関を停止した。 

   (2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂほか１８人が乗り組み、コンテナ約２,２３９ｔを積載し、

１２月３０日１７時３０分ごろ阪神港神戸区を出港して大韓民国光陽
クァンヤン

港に

向かった。 

航海士Ｂは、翌３１日０３時４５分ごろ来島海峡第２大橋の手前で昇橋し

て船橋当直に就き、０４時１７分ごろ来島海峡航路の中水道を通過したのち、

                         
*3  「エコートレイル」とは、レーダー画面上で物標の映像が残光の形で表示される航跡をいう。 
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操船指揮を船長Ｂと交代し、甲板員Ｂを手動操舵に、実習航海士Ｂを見張り

にそれぞれ就け、航海灯を表示して来島海峡航路を西進した。 

航海士Ｂは、来島海峡航路西口を出航したとき、コンパス針路約２２５°

に定め、約１３.２～１３.４kn の速力で中央線の右側を航行し、０４時 

３１分ごろ、右舷船首１０～１５°４.１Ｍ付近にＡ船のレーダー映像を初

めて探知し、Ａ船のマスト灯２個及び左舷灯を視認したことから、Ａ船とは

横切りの関係にあると思い、右に約５°変針してコンパス針路約２３０°と

した。しかし、風潮流の影響が強かったので、思ったほど針路が変化してい

なかった。 

航海士Ｂは、右に変針したことによりＡ船がＢ船の前路を左方に横切って

航行するものと思い、Ａ船に対する見張りを行わずに左舷前方０.２～０.３

Ｍ付近を先行していた同航船（千鶴丸、以下「Ｃ船」という。）を追い越す

態勢であったので、Ｃ船の船尾灯を注意深く見ながら航行した。 

航海士Ｂは、Ｃ船を左舷側に見て追い越したのち、右舷船首方０.３Ｍも

ないところにＡ船のマスト灯２個及び左舷灯並びに黒い船影を視認したので、

直ちに右舵一杯として汽笛の押しボタンを押したのち、機関を全速力後進と

したが、Ｂ船の機関が後進にかかる前にＢ船の船首部とＡ船の船首部とが前

方から約１０～１５°の角度で衝突した。 

 

１件目の事故の発生日時は、平成２１年１２月３１日０４時４１分ごろで、発生場

所は、来島梶取鼻灯台から２５０°２.５Ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生場所、付図２ 推定航行経路図①、付図３ 推定航行経路図②、

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

船長Ａ及び航海士Ａの回答書並びに航海士Ａの口述によれば、左舷船首部に

破口及び左舷船尾部に凹損を生じたが、浸水及び積荷の流出などはなかった。 

  (2) Ｂ船 

    船長Ｂ及び航海士Ｂの回答書並びに航海士Ｂの口述によれば、船首部に亀裂

を伴う凹損及び右舷船尾部に凹損を生じた。 
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２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

   ① 航海士Ａ 男性 ５３歳 国籍 大韓民国 

       暫定締約国資格受有者承認証 一等航海士（マルタ共和国発給） 

交付年月日 ２００９年１２月２２日 

（有効期間 交付日から３か月）  

   ② 航海士Ｂ 男性 ３８歳 国籍 大韓民国 

      ２級海技士（商船）（大韓民国発給） 

  (2) 乗組員の主な乗船履歴等 

   ① 航海士Ａ 

     航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

漁船、コンテナ船、貨物船、ケミカルタンカーなどの乗船経験が約３０年

あり、入社して約３年になり、２００８年の１２月２４日にＡ船の一等航海

士として乗船したが、それまでは二等航海士として１４か月間乗船し、事故

発生場所付近の航行経験も豊富であり、付近海域の状況をよく知っていた。 

   ② 航海士Ｂ 

     航海士Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

１８歳ごろ外航貨物船に甲板員として乗船し、１９８９年１１月ごろ３級

海技士の免許を取得したのち、航海士として乗り組み、２００８年１１月ご

ろ２級海技士の免許を取得し、２００９年１０月からＢ船の一等航海士とし

て乗船していた。２００４年に入社後、日本に寄港するようになり、Ｂ船で

は、５日に１度くらいの頻度で日本に寄港していたので、事故発生場所付近

の航行経験も数え切れないくらいあり、付近海域の状況をよく知っていた。 

  (3) 健康状態 

   ① 航海士Ａ 

     航海士Ａの回答書及び口述によれば、次のとおりであった。 

本事故当時、健康状態は良好、視力及び聴力は正常であり、医薬品の服用

及びアルコール類の摂取はなかった。乗船後、業務が多忙であったため、余

り睡眠をとっておらず、当直前２４時間以内の睡眠時間は約３時間で、疲労

が蓄積した状態であった。 

   ② 航海士Ｂ 

     航海士Ｂの口述によれば、本事故当時、健康状態は良好、視力は裸眼で両

眼共に１.２、聴力は正常であり、医薬品の服用及びアルコール類の摂取は

なかった。 
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２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     ＩＭＯ番号  ９２１４０４４ 

     船  籍  港  VALLETTA（マルタ共和国） 

     船舶所有者  GSH 1 CHEM-PROD CARRIER II AS （ノルウェー王国） 

     船舶管理会社  SAMHO SHIPPING CO.,LTD （大韓民国） 

     船    級  KOREAN REGISTER OF SHIPPING（KR） 

総 ト ン 数  ９,１４９トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １３３.００ｍ×２２.７２ｍ×１２.１０ｍ 

     船    質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ４,８９１kＷ（連続最大） 

     推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  １９９９年７月３０日 

     乗 組 員  ２０人（大韓民国籍５人、フィリピン共和国籍３人、 

             ミャンマー連邦共和国籍１２人） 

   (2) Ｂ船 

     ＩＭＯ番号  ８４０１０５４ 

     船  籍  港  仁川
インチョン

市（大韓民国） 

     船舶所有者  KOOKYANG SHIPPING CO.,LTD（大韓民国） 

     船舶管理会社  FAIR SHIPMANAGEMENT CO.,LTD（大韓民国） 

     船    級  KOREAN REGISTER OF SHIPPING（KR） 

     総 ト ン 数  ８,６５１トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １３７.３０ｍ×２１.００ｍ×１０.７０ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ５,１４８kＷ（連続最大） 

     推  進  器  ５翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  １９８４年５月１日 

     乗 組 員  １９人（大韓民国籍１３人、フィリピン共和国籍６人） 

 

 2.5.2 積載状態 

  航海士Ａ及び航海士Ｂの回答書並びに口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 
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     トルエン約１,００７ｔ及び潤滑油約１,５００ｔを積載して蔚山港を出港

し、喫水は、船首約５.６０ｍ、船尾約５.６０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     コンテナ約２,２３９ｔを積載して阪神港を出港し、喫水は、船首約 

    ４.６０ｍ、船尾約６.００ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶の設備等に関する情報 

  船長Ａ、航海士Ａ、船長Ｂ及び航海士Ｂの回答書並びに航海士Ａ及び航海士Ｂの

口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ）*4 が付いていないレーダー２台、 

    ＧＰＳプロッター及びＡＩＳが設置されていた。 

     本事故当時、レーダー１台、ＧＰＳプロッター及びＡＩＳを使用中であり、

ＶＤＲは、修理のために取り外されていた。 

   (2) Ｂ船 

     ＡＲＰＡ付きのレーダー１台、ＡＲＰＡが付いていないレーダー２台、 

 ＧＰＳ、ＶＤＲ及びＡＩＳが設置されていた。 

     本事故当時、レーダー２台、ＧＰＳ及びＡＩＳを使用中であり、ＡＲＰＡ

が付いていないレーダー１台が故障していた。また、ＶＤＲは作動していた

が、ＶＤＲの情報は入手できなかった。 

 

 2.5.4 灯火に関する情報 

  船長Ａ、航海士Ａ、船長Ｂ及び航海士Ｂの回答書並びに航海士Ａ及び航海士Ｂの

口述によれば、事故発生時の灯火の表示状況は、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     前後部マスト灯、両舷灯及び船尾灯のほか、危険物積載船の灯火を表示し

ていた。 

   (2) Ｂ船 

     前後部マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示していた。 

 

 

                         
*4
  「自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ：Automatic Radar Plotting Aid）｣とは、レーダーで探知 

した他船の映像の位置の変化をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、速力、最接近時間、

最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近により衝突の危険が予測され 

る場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
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 2.5.5 音響信号に関する情報 

  航海士Ａ及び航海士Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     航海士Ａは、気持ちが動転していたことやＡ船に慣れていなかったことか

ら、汽笛の押しボタンの位置が分からず、本事故発生時には汽笛を使用しな

かった。 

   (2) Ｂ船 

     航海士Ｂは、衝突直前、右舵一杯としたのち、汽笛の押しボタンを長く押

したが、汽笛が鳴ったかどうか記憶していなかった。 

 

 2.5.6 通信に関する情報 

  航海士Ａ及び航海士Ｂの回答書並びに口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     航海士Ａは、Ｂ船とＶＨＦによる交信を行っていなかった。 

   (2) Ｂ船 

     航海士Ｂは、Ａ船とＶＨＦによる交信を行っていなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 本事故発生場所の東南東方約１３.７㎞に位置する今治地域気象観測所の

事故当日０４時４０分の観測値は、次のとおりであった。 

     天気 曇り、風向 西南西、風速 ５.９m/s、気温 ４.７℃ 

   (2) 海上保安庁発行の潮汐表によれば、本事故発生場所の東南東方約１４.０

㎞に位置する今治港における本事故当時の潮汐は、ほぼ低潮時であり、来島

海峡における潮流は、北流から南流への転流時刻が０４時３５分であった。 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

  航海士Ａ及び航海士Ｂの回答書並びに口述によれば、本事故当時、本事故発生場

所付近の気象及び海象は、次のとおりであった。 

   (1) 航海士Ａ 

天気 晴れ時々雪、風向 南東、風力 ４、視程 約３～４Ｍ、波高 約

４ｍ 

   (2) 航海士Ｂ 

天気 雪、雨、風向 西、風速 約１５m/s、視程 約３Ｍ、波高 約 

２.０～２.５ｍ 
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２.７ 事故水域等に関する情報 

 瀬戸内海水路誌及び海図Ｗ１４１（安芸灘及び付近）によれば、次のとおりである。 

本事故発生場所は、来島海峡航路西口の南西方であり、同海峡西口と釣島水道東口

との間に安芸灘の推薦航路として安芸灘南航路が設定されており、同航路の中央線の

北西側であった。 

安芸灘南航路には、第１号灯浮標から第４号灯浮標までが設置されて同航路の中央

線を示しており、第１号灯浮標から第２号灯浮標の間の基準針路が０２９°   

（２０９°）であり、第２号灯浮標から第４号灯浮標の間が０４１°（２２１°）と

なっており、安芸灘南航路に沿って航行する船舶は、概ね中央線の右側を航行してい

る。  

 

２.８ 積荷の流出による環境への影響等に関する情報 

 航海士Ａ及び航海士Ｂの回答書並びに海上保安部の情報によれば、積荷及び燃料油

等の流出はなかった。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１、２.３及び２.５から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

    ① 航海士Ａは、第１号灯浮標付近において約０３０°の針路とし、安芸灘

南航路の中央線の右側を自動操舵により航行した。 

    ② 航海士Ａは、０４時０３分ごろ、波妻ノ鼻灯台から２５２°１.２Ｍ付

近の第２号灯浮標南東方０.３Ｍ付近を通過したとき、同灯浮標からの基

準針路が０２９°から０４１°となる変針場所に達したが、針路を変更せ

ずに同じ約０３０°の針路で航行した。 

    ③ 航海士Ａは、第２号灯浮標を通過後に右転を始め、０４時１１分ごろ中

央線を横切り、その左側を約０３４°の針路で航行した。 

    ④ 航海士Ａは、０４時２５分ごろ第３号灯浮標の北西方０.２Ｍ付近を通

過し、来島海峡航路西口が近くなったのでレーダーで確認したところ、実

際にはＢ船がＡ船の右舷船首方に位置していたものの、Ｂ船のエコートレ

イルの残像の形状から安芸灘南航路の中央線に沿って南西進しており、左
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舷を対して通過できるものと思い込み、その後、Ｂ船に対する見張りを行

わず、針路及び速力を保持して航行した。 

    ⑤ 航海士Ａは、０４時２５分～３０分ごろの間、船位を確認して来島海峡

航路西口の報告場所に達したことを船長Ａに船内電話で報告したのち、針

路約０３９°から右転を行い、０４時３２分ごろ０４１°となり、その後

は、針路０３８～０４２°及び速力１３.１～１３.５kn で航行した。 

⑥ Ａ船は、上記⑤の針路変更後、Ｂ船がＡ船の前路を左方に横切って接近

し、Ｂ船と衝突するおそれがある態勢で航行した。 

    ⑦ 航海士Ａは、見張りを行っていなかったので、Ｂ船と上記⑥の態勢と 

なっていることに気付かずに航行し、また、見張りを行っていた甲板員Ａ

は、航海士Ａに対してＢ船についての報告を行わなかった。 

    ⑧ 航海士Ａは、衝突の約３０秒前、船首方約４００ｍに接近したＢ船のマ

スト灯及び両舷灯を視認し、右舵一杯をとったが、Ａ船の右舷船首部とＢ

船の船首部とが衝突した。 

   (2) Ｂ船 

    ① Ｂ船は、来島海峡航路を西進し、航海士Ｂが、船橋当直に就き、甲板員

Ｂを手動操舵に、実習航海士Ｂを見張りにそれぞれ就け、同航路西口を出

航したのち、０４時１７分ごろ、来島梶取鼻灯台から０２３°２.８Ｍ付

近において、コンパス針路約２２５°及び速力約１２.５kn とし、安芸灘

南航路の中央線の右側を航行した。 

    ② 航海士Ｂは、０４時３１分ごろ、来島梶取鼻灯台から３００°１.１Ｍ

付近で、レーダーでＡ船を右舷船首方に探知して左舷灯を視認し、Ａ船と

は横切り船の関係にあるものと思って右に約２°変針したが、実際にはこ

のとき、Ａ船は、Ｂ船の左舷船首方４.１Ｍに位置し、右舷灯を見せてい

たものと考えられることから、航海士ＢがＡ船との態勢を正確に判断せず、

Ｂ船が横切り船の避航船であるものと思い込んで右転した。 

    ③ 航海士Ｂは、上記②の変針によりＡ船がＢ船の前路を左方に横切って航

行するものと思い込み、Ａ船に対する見張りを行わず、Ａ船を初認したと

き、Ｂ船の左舷前方を先行していたＣ船に約０.２～０.３Ｍまで接近し、

Ｃ船の右舷側を追い越す態勢であったことから、その後は、Ｃ船の動静の

みに注意を向けていた。 

    ④ Ｂ船は、衝突の約３０秒前、Ａ船が正船首方０.３Ｍ付近に位置し、右

舷灯を見せていたことから、航海士Ｂが左舵をとって機関を全速力後進と

したが、Ｂ船の船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突した。 

航海士Ｂは、右舵一杯をとったと口述しているが、ＡＩＳ記録によれば、
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Ｂ船は衝突前に左回頭している。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  2.1.1 から、ＡＩＳ記録による両船の速力の低下状況等により、１件目の事故の

発生日時は、０４時４０分４２秒ごろで、発生場所は、来島梶取鼻灯台から   

２５０°２.５Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

 3.1.3 Ａ、Ｂ両船から見た相手船の方位変化及び接近状況 

  ２.１から、Ａ船及びＢ船は、衝突の約８分前に定針し、速力を保持して航行し

ていたが、衝突前の約５分間におけるＡ船及びＢ船から見た相手船の方位の状況は、

次表のとおりであり、両船は、コンパス方位に明確な変化が認められない状況で接

近しており、衝突するおそれがある態勢で航行したものと考えられる。  

  時  刻 
Ａ船から見た

Ｂ船の方位 

Ｂ船から見た

Ａ船の方位 
船 間 距 離 

０４時３５分ごろ ０４３.４° ２２３.５° ２.４４Ｍ（４,５１０ｍ）

０４時３６分ごろ ０４３.５° ２２３.５° ２.０１Ｍ（３,７３０ｍ）

０４時３７分ごろ ０４３.５° ２２３.５° １.５９Ｍ（２,９５０ｍ）

０４時３８分ごろ ０４３.５° ２２３.５° １.１７Ｍ（２,１７０ｍ）

０４時３９分ごろ ０４３.８° ２２３.８° ０.７５Ｍ（１,４００ｍ）

０４時４０分ごろ ０４４.５° ２２４.５° ０.３３Ｍ（  ６１０ｍ）

 

 3.1.4 ＡＩＳ記録による衝突前のＢ船の船首方位の変化 

  ２.１から、Ｂ船の船首方位及び針路は、次表のとおりであり、Ｂ船は、衝突の

約１分前に左転を始めてから衝突するまでに約２５°左転したものと考えられる。 

時 刻 

（時：分：秒） 

船首方位

（°） 

針路

（°） 
備 考 

０４:３９:０２ ２３０ ２２７  

０４:３９:１２ ２３０ ２２６  

０４:３９:２２ ２３０ ２２７  

０４:３９:３２ ２３０ ２２７  

０４:３９:４２ ２３０ ２２８ 衝突の約１分前 

０４:３９:５１ ２２８ ２２７  

０４:４０:０２ ２２６ ２２５  

０４:４０:１２ ２２３ ２２４ 衝突の約３０秒前 
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０４:４０:２２ ２２２ ２２０  

０４:４０:３２ ２２０ ２２２  

０４:４０:４２ ２０５ ２５７ 衝突 

０４:４０:４８ １９７ １８８  

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４から、次のとおりであったものと考えられる。 

① 航海士Ａは、適切かつ有効な海技免状を有しており、本事故発生海域を

頻繁に航行していたので、水路事情をよく知っていた。また、航海士Ａは、

健康状態は良好であったが、睡眠不足と疲労が蓄積された状態であった。 

② 航海士Ｂは、適切な海技免状を有しており、本事故発生海域を頻繁に航

行していたので、水路事情をよく知っていた。また、健康状態は良好で 

あった。 

   (2) 船舶 

    ① Ａ船 

2.5.3(1)から、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったもの

と考えられる。 

    ② Ｂ船 

2.5.3(2)から、レーダー３台のうち１台が故障していたが、運航に支障

はなく、そのほかには、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかっ

たものと考えられる。 

 

 3.2.2 見張り及び操船に関する解析 

  ２.１、2.5.3 及び３.１から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

    ① 航海士Ａは、甲板員Ａを見張りに就けて自動操舵で航行し、船長Ａに来

島海峡航路西口の報告場所に達したことを船内電話で報告したのち、居眠

りはしていなかったものの前方をよく見ておらず、睡眠不足と疲労が蓄積

された状態であったことから、集中力が低下して見張りを行っていなかっ

た可能性があると考えられる。 

      航海士Ａは、後記②及び③のとおり、Ｂ船に対する見張りを行わずに航

行していたが、Ｂ船との衝突の約３０秒前にＢ船の両舷灯などを視認して

いることから、前方の見張りに注意を向けていれば、Ｂ船が右舷船首方か
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ら接近していたので、それ以前にＢ船の接近に気付き、本事故の発生を回

避できた可能性があると考えられる。 

したがって、航海士Ａが、睡眠不足と疲労が蓄積された状態であったこ

とから、集中力が低下して前方の見張りに注意を向けていなかったことは、

本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

② 航海士Ａは、Ａ船が０４時２５分ごろ第３号灯浮標の北西方０.２Ｍ付

近を通過し、来島海峡航路西口が近くなったのでレーダーで確認したとこ

ろ、実際にはＢ船がＡ船の右舷船首方に位置していたものの、Ｂ船が左舷

船首方に位置し、Ｂ船のエコートレイルの残像の形状から安芸灘航路の中

央線に沿って南西進しており、左舷を対して通過できるものと思い込み、

その後はＢ船に対する見張りを行わず、針路及び速力を保持して航行した

ものと考えられる。 

    ③ Ａ船は、０４時３２分ごろ右転して針路０４１°となり、その後、針路

０３８～０４２°及び速力１３.１～１３.５kn でＢ船がＡ船の前路を左

方に横切って接近し、Ｂ船と衝突するおそれがある態勢で航行していたが、

航海士Ａが、Ｂ船に対する見張りを行っていなかったので、このことに気

付かず、また、甲板員Ａは、Ｂ船について航海士Ａに報告しなかったもの

と考えられる。 

    ④ 航海士Ａは、衝突の約３０秒前、船首方約４００ｍに接近したＢ船のマ

スト灯及び両舷灯を視認して右舵一杯をとったが、両船が衝突したものと

考えられる。 

   (2) Ｂ船 

    ① Ｂ船は、来島海峡航路を西進し、航海士Ｂが船橋当直に就き、甲板員Ｂ

を手動操舵に、実習航海士Ｂを見張りにそれぞれ就けていたものと考えら

れる。 

    ② 航海士Ｂは、０４時３１分ごろ、来島梶取鼻灯台から３００°１.１Ｍ

付近でレーダーによりＡ船を右舷船首に探知して左舷灯を視認し、Ａ船と

は横切り船の関係にあるものと思って右に約２°変針したが、実際にはこ

のとき、Ａ船は、Ｂ船の左舷船首方４.１Ｍに位置し、右舷灯を見せてい

たものと考えられることから、航海士ＢがＡ船との態勢を正確に判断せず、

Ｂ船が横切り船の避航船であるものと思い込み、右転したものと考えられ

る。 

    ③ 航海士Ｂは、上記②のとおり、右転したことから、Ａ船がＢ船の前路を

左方に横切って航行するものと思い込み、Ａ船に対する見張りを行わず、

針路及び速力を保持して航行したものと考えられる。 
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④ 航海士Ｂは、Ｂ船の左舷前方を先行していたＣ船に約０.２～０.３Ｍ

まで接近し、Ｃ船の右舷側を追い越す態勢であったことから、Ｃ船の動

静のみに注意を向けていたものと考えられる。 

⑤ 航海士Ｂは、０４時３６分ごろＣ船の右舷側を追い越したが、上記③

のとおり、Ａ船がＢ船の前路を左方に横切って航行するものと思い込み、

Ｃ船を追い越した後もＡ船に対する見張りを行っていなかったことから、

左舷船首約６～７°のＡ船がＢ船の前路を右方に横切って接近し、Ｂ船と

衝突するおそれがある態勢で接近していることに気付かなかったものと考

えられる。 

    ⑥ 航海士Ｂは、衝突の約３０秒前、左舵をとって機関を全速力後進とした

が、両船が衝突したものと考えられる。 

 

 3.2.3 航法に関する解析 

  3.1.1、3.1.3 及び 3.2.2 から、次のとおりであると考えられる。 

１件目の事故は、Ａ船及びＢ船が梶取ノ鼻南西方沖を航行中に発生したものであ

り、海上交通安全法の適用海域であるが、同法には、本事故に関して適用される交

通方法が定められていないので、海上衝突予防法の航法規定が適用される。 

両船は、０４時３２分ごろから衝突約３０秒前まで、針路及び速力を保持し、 

進路を交差させて接近しており、コンパス方位に明確な変化が認められない状況で

あったことから、衝突するおそれがある態勢で航行していた。 

したがって、両船は、互いに視野の内にあり、互いに進路を横切り、衝突するお

それがある態勢で接近したことから、海上衝突予防法第１５条の横切り船の航法が

適用され、Ｂ船を右舷に見るＡ船が避航船となり、Ｂ船の進路を避けなければなら

なかった。また、Ｂ船は、同法第１７条に規定する保持船となり、避航船であるＡ

船と間近に接近したため、Ａ船の動作のみでは衝突を避けることができないと認め

る場合には、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならなかった。 

 

 3.2.4 気象及び海象に関する解析 

  ２.６から、本事故当時、事故発生場所付近においては、次のとおりであったも

のと考えられる。 

天気 晴れ、風向 西北西、風力 ４、視界 良好、潮汐 ほぼ低潮時、来島海

峡における潮流 北流から南流への転流時 

 

 3.2.5 事故発生に関する解析 

  ２.１、３.１及び 3.2.2 から、次のとおりであった。 
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   (1) Ａ船 

① Ａ船は、航海士Ａが船橋当直に就き、甲板員Ａを見張りに就け、第１号

灯浮標付近で約０３０°の針路として安芸灘南航路の中央線の右側を自動

操舵により航行し、０４時０３分ごろ、波妻ノ鼻灯台から２５２°１.２

Ｍ付近の第２号灯浮標南東方０.３Ｍ付近を通過したとき、同灯浮標から

の基準針路が０２９°から０４１°となる変針場所に達したが、針路を変

更せずに同じ約０３０°の針路で航行したものと考えられる。 

    ② 航海士Ａは、第２号灯浮標を通過後に右転を始め、０４時１１分ごろ中

央線を横切り、その左側を約０３４°の針路で航行したものと考えられる。 

③ 航海士Ａは、０４時２５分ごろ第３号灯浮標の北西方０.２Ｍ付近を通

過し、来島海峡航路西口が近くなったのでレーダーで確認したところ、実

際にはＢ船がＡ船の右舷船首方に位置していたものの、Ｂ船が左舷船首方

に位置し、Ｂ船のエコートレイルの残像の形状から安芸灘航路の中央線に

沿って南西進しており、左舷を対して通過できるものと思い込み、その後

はＢ船に対する見張りを行わず、針路及び速力を保持して航行したものと

考えられる。 

    ④ 航海士Ａは、０４時２５分～３０分ごろの間、船位を確認して来島海峡

航路西口の報告場所に達したことを船長に船内電話で報告したのち、０４

時３２分ごろ右転して針路０４１°となり、その後、針路０３８～ 

０４２°及び速力１３.１～１３.５kn で航行したものと考えられる。 

⑤ 航海士Ａは、船長Ａに来島海峡航路西口の報告場所に達したことを船

内電話で報告したのち、見張りを行っていなかった可能性があると考えら

れる。 

  航海士Ａが、睡眠不足と疲労が蓄積された状態であったことから、集

中力が低下して前方の見張りに注意を向けていなかったことは、本事故の

発生に関与した可能性があると考えられる。 

⑥ Ａ船は、Ｂ船がＡ船の前路を左方に横切って接近し、Ｂ船と衝突するお

それがある態勢で航行していたが、航海士Ａが、Ｂ船に対する見張りを 

行っていなかったので、このことに気付かず、また、甲板員Ａは、Ｂ船に

ついて航海士Ａに報告しなかったものと考えられる。 

    ⑦ 航海士Ａは、衝突の約３０秒前、船首方約４００ｍに接近したＢ船のマ

スト灯及び両舷灯を視認して右舵一杯をとったが、Ａ船の右舷船首部とＢ

船の船首部とが衝突したものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

    ① Ｂ船は、来島海峡航路を西進し、航海士Ｂが船橋当直に就き、甲板員Ｂ
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を手動操舵に、実習航海士Ｂを見張りにそれぞれ就け、同航路西口を出航

したのち、０４時１７分ごろ、来島梶取鼻灯台から０２３°２.８Ｍ付近

において、コンパス針路約２２５°及び速力約１２.５kn とし、安芸灘航

路の中央線の右側を航行したものと考えられる。 

    ② 航海士Ｂは、０４時３１分ごろ、来島梶取鼻灯台から３００°１.１Ｍ

付近で、レーダーでＡ船を探知して左舷灯を視認し、Ａ船とは横切り船の

関係にあるものと思い右に約２°変針したが、実際にはこのとき、Ａ船は、

Ｂ船の左舷船首方４.１Ｍに位置し、右舷灯を見せていたものと考えられ

ることから、航海士ＢがＡ船との態勢を正確に判断せず、Ｂ船が横切り船

の避航船であるものと思い込んで右転したものと考えられる。 

    ③ 航海士Ｂは、上記②のとおり、右転したことから、Ａ船がＢ船の前路を

左方に横切って航行するものと思い込み、Ａ船に対する見張りを行わず、

針路及び速力を保持して航行したものと考えられる。 

④ 航海士Ｂは、Ｂ船の左舷前方を先行していたＣ船に約０.２～０.３Ｍ

まで接近し、Ｃ船の右舷側を追い越す態勢であったことから、Ｃ船の動

静のみに注意を向けていたものと考えられる。 

⑤ 航海士Ｂは、０４時３６分ごろＣ船の右舷側を追い越したが、上記③

のとおりＡ船に対する見張りを行っていなかったことから、Ａ船がＢ船

の前路を右方に横切って接近し、衝突するおそれがある態勢で航行して

いることに気付かなかったものと考えられる。 

⑥ 航海士Ｂは、衝突の約３０秒前、左舵をとって機関を全速力後進とし

たが、Ｂ船の船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突したものと考えられる。 

 

 

４ 結 論 

 

４.１ 分析の要約 

 事故の経過 

  (1) Ａ船 

① Ａ船は、航海士Ａが船橋当直に就き、第１号灯浮標付近で約０３０°の

針路として安芸灘南航路の中央線の右側を自動操舵により航行し、０４時 

０３分ごろ、波妻ノ鼻灯台から２５２°１.２Ｍ付近の第２号灯浮標南東方

０.３Ｍ付近を通過したとき、同灯浮標からの基準針路が０２９°から 

０４１°となる変針場所に達したが、針路を変更せずに航行し、第２号灯浮
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標を通過後に右転を始め、０４時１１分ごろ中央線を横切り、その左側を約

０３４°の針路で自動操舵により航行したものと考えられる。 

② 航海士Ａは、０４時２５分ごろ第３号灯浮標の北西方０.２Ｍ付近を通過

し、来島海峡航路西口が近くなったのでレーダーで確認したところ、実際に

はＢ船がＡ船の右舷船首方に位置していたものの、Ｂ船と左舷を対して通過

できるものと思い込み、その後はＢ船に対する見張りを行っていなかったも

のと考えられる。 

   ③ 航海士Ａは、０４時３２分ごろ右転して針路０４１°となり、その後、針

路０３８～０４２°及び速力１３.１～１３.５kn で航行したものと考えら

れる。 

④ 航海士Ａは、船長Ａに来島海峡航路西口の報告場所に達したことを船内

電話で報告したのち、見張りを行っていなかった可能性があると考えられる。 

  航海士Ａが、睡眠不足と疲労が蓄積された状態であったことから、集中力

が低下して前方の見張りに注意を向けていなかったことは、本事故の発生

に関与した可能性があると考えられる。 

⑤ Ａ船は、Ｂ船がＡ船の前路を左方に横切って接近し、Ｂ船と衝突するお

それがある態勢で航行していたが、航海士Ａが、このことに気付かず、衝突

の約３０秒前、船首方約４００ｍに接近したＢ船のマスト灯及び両舷灯を視

認して右舵一杯をとったが、両船が衝突したものと考えられる。 

  (2) Ｂ船 

   ① Ｂ船は、航海士Ｂが船橋当直に就き、来島海峡航路西口を出航したのち、

０４時１７分ごろ、来島梶取鼻灯台から０２３°２.８Ｍ付近において、コ

ンパス針路約２２５°及び速力約１２.５kn とし、安芸灘航路の中央線の右

側を手動操舵により航行したものと考えられる。 

   ② 航海士Ｂは、０４時３１分ごろ、来島梶取鼻灯台から３００°１.１Ｍ付

近において、レーダーでＡ船を探知して左舷灯を視認し、Ａ船とは横切り船

の関係にあるものと思って右に約２°変針したが、実際にはこのとき、Ａ船

がＢ船の左舷船首方に位置して右舷灯を見せていたものと考えられることか

ら、Ａ船との態勢を正確に判断せず、Ｂ船が横切り船の避航船であるものと

思い込み、右転したものと考えられる。 

   ③ 航海士Ｂは、上記②のとおり右転したことから、Ａ船がＢ船の前路を左方

に横切って航行するものと思い込み、Ａ船に対する見張りを行わず、針路及

び速力を保持して航行したものと考えられる。 

④ 航海士Ｂは、Ｂ船の左舷前方を先行していたＣ船の右舷側を追い越す態

勢であったので、Ｃ船の動静のみに注意を向けてＡ船に対する見張りを行っ
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ていなかったことから、Ａ船がＢ船の前路を右方に横切り、衝突するおそれ

がある態勢で接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したものと

考えられる。 

 

４.２ 原因 

１件目の事故は、夜間、梶取ノ鼻南西方沖において、Ａ船が安芸灘南航路の中央線

の左側を北東進中、Ｂ船が安芸灘南航路の中央線の右側を南西進中、両船が見張りを

行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

  Ａ船が見張りを行っていなかったのは、航海士Ａが、Ｂ船とは左舷を対して通過

できると思い込んでいたことによる可能性があると考えられる。 

  航海士Ａが、睡眠不足と疲労が蓄積された状態であったことから、集中力が低下

して前方の見張りに注意を向けていなかったことは、本事故の発生に関与した可能

性があると考えられる。 

Ｂ船が見張りを行っていなかったのは、航海士Ｂが、Ａ船を初認した際、Ａ船との

態勢を正確に判断せず、右に約２°変針し、この変針でＡ船がＢ船の前路を左方に横

切って航行するものと思い込んでいたことによるものと考えられる。 

 

 

５ 所 見 

 

１件目の事故は、夜間、梶取ノ鼻南西方沖において、Ａ船が安芸灘南航路の中央線

の左側を北東進中、Ｂ船が安芸灘南航路の中央線の右側を南西進中、両船が見張りを

行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

瀬戸内海においては、法定のものではないが、主な通航路には、推薦航路が設定さ

れ、この推薦航路の中央を示す灯浮標も設置されており、推薦航路に沿って航行する

船舶は、推薦航路の中央線の右側を航行することが定着している。 

 本事故においては、Ａ船が推薦航路の中央線の左側を航行したため、中央線の右側

を航行していたＢ船を含む複数の船舶と行き会うことになってＢ船と衝突したもので

あり、再発防止のためには、推薦航路に沿って航行する船舶は、推薦航路の中央線の

右側を航行することが求められる。 
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Ⅱ ２件目の事故 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 ＡＩＳ記録による運航経過 

  来島マーチスが受信したＡＩＳ記録によれば、０４時４０分４２秒～０４時４３

分０２秒の間におけるＡ船及びＢ船の運航経過は、次のとおりであった。 

  なお、Ｃ船には、ＡＩＳが設置されておらず、ＧＰＳプロッターは、船位を記録

するように設定されていなかったので、データを抽出することができなかった。 

   (1) Ａ船の運航経過 

① ０４時４０分４２秒ごろ、北緯３４°０６′１４.８″、東経１３２° 

５０′４０.６″において、針路０５３°及び速力４.３kn で航行した。 

② ０４時４１分０２秒ごろ、北緯３４°０６′１５.４″、東経１３２°

５０′４２.３″において、針路０８５°及び速力４.６kn で航行した。 

③ ０４時４２分０２秒ごろ、北緯３４°０６′１２.７″、東経１３２°

５０′４７.５″において、針路１４０°及び速力５.９kn で航行した。 

④ ０４時４３分０１秒ごろ、北緯３４°０６′０８.１″、東経１３２°

５０′５３.７″において、針路１２４°及び速力７.１kn で航行した。 

   (2) Ｂ船の運航経過 

① ０４時４０分４２秒ごろ、北緯３４°０６′１８.４″、東経１３２°

５０′４５.６″において、針路２５７°及び速力２.７kn で航行した。 

② ０４時４１分０２秒ごろ、北緯３４°０６′１７.６″、東経１３２°

５０′４５.５″において、針路１８９°及び速力３.１kn で航行した。 

③ ０４時４２分０２秒ごろ、北緯３４°０６′１２.９″、東経１３２°

５０′４７.７″において、針路１４８°及び速力６.６kn で航行した。 

④ ０４時４３分０２秒ごろ、北緯３４°０６′０８.９″、東経１３２°

５０′５３.６″において、針路１１０°及び速力６.０kn で航行した。 

 

 2.1.2 乗組員の口述等による運航の経過 

２件目の事故が発生するまでの経過は、航海士Ａ、航海士Ｂ、Ｃ船の船長（以下

「船長Ｃ」という。）及びＣ船の一等航海士（以下「航海士Ｃ」という。）の口述並

びに船長Ａ及び航海士Ａの回答書によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     Ａ船は、右舵一杯として右回頭中、左舵一杯及び全速力後進として左回頭
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中のＢ船と衝突した。 

Ａ船は、機関停止として右回頭を続け、Ｂ船は、惰力で左回頭を続け、両

船が船首をほぼ南東に向けて並んだ状態となって前進惰力により航行中、Ａ

船の船首部とＣ船の右舷中央部とが衝突した。 

   (2) Ｃ船 

     Ｃ船は、船長Ｃ及び航海士Ｃほか２人が乗り組み、コークス約１,２１９

ｔを積載して１２月３０日２３時３５分ごろ香川県坂出市坂出港を出港し、

関門港に向かった。 

     航海士Ｃは、翌３１日０３時３０分ごろ来島海峡中水道の手前付近で昇橋

し、船長から引き継いで単独の船橋当直に就き、来島海峡航路西口を通過し

たとき、コンパス針路を２３５°に定め、左方に約１０°圧流されながら約

１０.０kn の対水速力で、自動操舵により南西進した。 

     航海士Ｃは、第４号灯浮標を左舷側約０.１Ｍ隔てて通過したとき、レー

ダーで船首方３Ｍ付近にＡ船を探知するとともに、Ａ船のマスト灯２個及び

右舷灯を視認し、Ａ船が交差角度の小さい状態で前路を右方に横切る態勢で

あると判断した。 

     航海士Ｃは、コンパス針路を中央線に沿う２２１°として航行中、Ｂ船が

Ｃ船の右舷側を約０.２Ｍ隔てて追い越して行くのを認めたが、Ａ船とは接

近するおそれはないものと思っていた。 

     航海士Ｃは、衝突の数分前ごろ、双眼鏡により右舷船首方０.３Ｍ付近に

左舷灯２個と白灯数個（Ａ船とＢ船の灯火）を視認し、それらの灯火がいず

れも左方に移動しながらＣ船に接近するので不審に思ったが、その状況を正

確に理解することができなかった。 

     航海士Ｃは、衝突の約１分前ごろ、左舷灯２個及び白灯数個が右舷船首約

４５°となりＣ船に接近したので、これらと距離を隔てるため、手動操舵に

切り換えて左舵約２０°をとって動静を確認していたところ、左舷灯が急速

に接近してきたので左舵一杯とし、この時、Ａ船とＢ船とが衝突しているこ

とに気付いた。 

     航海士Ｃは、Ｂ船との衝突を回避することができたものの、元の針路 

  ２２１°から約７０°左回頭したとき、Ｃ船の右舷中央部とＢ船の右舷側に

いたＡ船の船首部とが後方から約４３°の角度で衝突した。 

 

 ２件目の事故の発生日時は、平成２１年１２月３１日０４時４３分ごろで、発生場

所は、来島梶取鼻灯台から２４５°２.４Ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生場所、付図２ 推定航行経路図①、付図３ 推定航行経路図② 
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参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

   Ａ船は、２件目の事故により船首部がＣ船の右舷中央部に衝突した旨の船長

Ａ及び航海士Ａの回答書並びに航海士Ａの口述から、Ａ船の船首部に損傷を

生じた可能性がある。 

  (2) Ｃ船 

    航海士Ｃの口述によれば、右舷中央部に凹損を生じた。 

（写真１ 入渠中のＣ船、写真２ 右舷外板を修理中のＣ船 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

   ① 航海士Ａ １件目の事故に記載のとおりである。 

   ② 航海士Ｃ 男性 ４７歳 

      四級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 平成１５年６月２５日 

       免 状 交 付 年 月 日 平成２０年３月１７日 

       免状有効期間満了日 平成２５年６月２４日 

  (2) 乗組員の主な乗船履歴等 

   ① 航海士Ａ １件目の事故に記載のとおりである。 

   ② 航海士Ｃ 

     航海士Ｃの口述によれば、２８歳の頃、砂利を採取する総トン数２０トン

未満のプッシャーバージの押船の機関員として乗船し、その後、甲板員と 

なって主にクレーン士の業務を行い、２９歳～３０歳ごろ、１級小型船舶操

縦士の免許を取得し、約１年半～２年間、プッシャーバージの船長職に就い

ていた。 

     平成１６年ごろから内航船に乗船し、砂利採取運搬船に約１年間乗船した

のち、三浦海運に入社した。入社後、Ｃ船の次席一等航海士及び一等航海士

として約４年間乗船し、１か月に８日間、船長職に就くようになった。 

  (3) 健康状態 

   ① 航海士Ａ 
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１件目の事故に記載のとおりである。 

   ② 航海士Ｃ 

     航海士Ｃの口述によれば、本事故当時の健康状態は良好、視力は裸眼で両

眼共に０.６～０.８、聴力は正常であり、医薬品の服用及びアルコール類の

摂取はなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

 １件目の事故に記載のとおりである。 

   (2) Ｃ船 

     船 舶 番 号  １３５５０４ 

     船  籍  港  徳島県阿南市 

     船舶所有者  八重川海運株式会社 

     船舶管理会社  有限会社三浦海運 

     総 ト ン 数  ４９９トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ７５.５０ｍ×１２.３０ｍ×６.８７ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ７３５kＷ（連続最大） 

     推  進  器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  平成８年５月１４日 

 

 2.5.2 積載状態 

   航海士Ａの回答書及び口述並びに船長Ｃ及び航海士Ｃの口述によれば、次のとお

りであった。 

   (1) Ａ船 

     １件目の事故に記載のとおりである。 

   (2) Ｃ船 

     坂出港でコークス約１,２１９ｔを積載し、出港時の喫水は、船首約 

    ２.９３ｍ、船尾約４.２０ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶の設備等に関する情報 

  船長Ａ及び航海士Ａの回答書並びに航海士Ａ、船長Ｃ及び航海士Ｃの口述によれ

ば、次のとおりであった。 
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   (1) Ａ船 

     １件目の事故に記載のとおりである。 

   (2) Ｃ船 

     ＡＲＰＡが付いたレーダー２台及びＧＰＳが設置されていたが、ＡＩＳは

設置されていなかった。 

     本事故当時、レーダー１台及びＧＰＳを使用中であったが、ＡＲＰＡが故

障していた。そのほかには、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな 

かった。 

 

 2.5.4 灯火に関する情報 

  船長Ａ及び航海士Ａの回答書並びに航海士Ａ及び航海士Ｃの口述によれば、事故

発生時の灯火の表示状況等は、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     前後部マスト灯、両舷灯及び船尾灯のほか、危険物積載船の灯火を表示し

ていた。 

   (2) Ｃ船 

     前後部マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示していた。 

 

 2.5.5 音響信号に関する情報 

  航海士Ａの回答書及び口述、航海士Ｃの口述によれば、音響信号の使用状況は、

次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     航海士Ａは、気持ちが動転していたことやＡ船に慣れていなかったことか

ら、汽笛の押しボタンの位置が分からず、Ｂ船を初認してからＣ船と衝突す

るまで汽笛を使用しなかった。 

   (2) Ｃ船 

     航海士Ｃは、汽笛を使用しておらず、Ａ船の汽笛信号は聞こえなかった。 

 

 2.5.6 通信に関する情報 

  航海士Ａ及び航海士Ｃの口述並びに航海士Ａの回答書によれば、次のとおりで 

あった。 

   (1) Ａ船 

     航海士Ａは、Ｂ船又はＣ船とＶＨＦによる交信を行わなかった。 

   (2) Ｃ船 

     航海士Ｃは、Ａ船又はＢ船とＶＨＦによる交信を行わなかった。 
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２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値及び潮汐 

  １件目の事故に記載のとおりである。 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

  航海士Ａの回答書及び口述並びに航海士Ｃの口述によれば、本事故発生時、本事

故発生場所付近における気象及び海象は、次のとおりであった。 

   (1) 航海士Ａ 

     天気 晴れ時々雪、風向 南東、風力 ４、視程 約３～４Ｍ、波高 約

４ｍ 

   (2) 航海士Ｃ 

     天気 曇り、風向 西、風速 約１５m/s、視程 約３Ｍ、波高 約２.０

ｍ 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 １件目の事故に記載のとおりである。 

 

２.８ 積荷の流出による環境への影響等に関する情報 

 航海士Ａの口述及び回答書、航海士Ｃの口述並びに海上保安庁の事故情報によれば、

積荷及び燃料油等の流出はなかった。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

     Ａ船は、Ｂ船との衝突を避けるために右回頭中、平成２２年１２月３１日

０４時４０分４２秒ごろ来島梶取鼻灯台から２５０°２.５Ｍ付近で左回頭

中のＢ船と衝突した。衝突後、Ａ船は、機関停止としたが、前進惰力で右

回頭を続け、左回頭中のＢ船と並んだ状態となって南東進し、Ｂ船の左舷

後方を航行していたＣ船の前路に向けて航行してＡ船の船首部とＣ船の右

舷中央部とが衝突した。 
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   (2) Ｃ船 

    ① Ｃ船は、コンパス針路を安芸灘航路の中央線に沿う約２２１°としてそ

の右側を航行中、０４時３４分ごろ、第４号灯浮標を左舷側に約０.１Ｍ

隔てて通過したとき、右舷船首方のＡ船と右舷を対して通過する態勢で 

あった。 

② Ｃ船は、０４時３５分ごろＢ船に右舷側を約０.１Ｍ隔てて追い越され

たが、その際、航海士Ｃは、Ａ船とは接近するおそれはないものと思って

いた。 

    ③ 航海士Ｃは、０４時４２分ごろ、右舷前方０.２Ｍ付近にＡ船及びＢ船

が位置していたことから、両船の左舷灯２個と白灯数個を視認し、それら

の灯火が左方に移動しながらＣ船に接近するので不審に思ったが、Ａ船と

Ｂ船とが衝突していることに気付かなかった。 

    ④ 航海士Ｃは、左舷灯２個と白灯数個が右舷前方に接近したので、これら

と距離を隔てるために左舵約２０°をとり、更に左舵一杯としたが、Ｂ船

との衝突は回避することができたものの、元のコンパス針路約２２１°か

ら約７０°左回頭したとき、Ｃ船の右舷中央部とＡ船の船首部とが後方か

ら約４３°の角度で衝突した。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、２件目の事故の発生日時は、平成２１年１２月３１日０４時４３分

ごろで、発生場所は、１件目の事故発生場所の南東方４００ｍ付近に当たる来島梶

取鼻灯台から２４５°２.４Ｍ付近であった。 

 

 3.1.3 ＡＩＳ記録による１件目の事故後におけるＡ、Ｂ両船の針路及び速力 

  ２.１からＡ船及びＢ船の針路及び船首方向の変化は、次表のとおりであり、２

件目の事故発生時、Ａ船は、約８３°右回頭して針路約１２４°及び速力約７.１

kn で航行し、Ｂ船は、約１１２°左回頭して針路約１１０°及び約６.０kn の速力

であった。 

時 刻 

（時:分:秒） 

Ａ 船 Ｂ 船 
 

備考 
船首

方位 

針路 

（°） 

速力 

（kn） 

船首方位

（°） 

針路 

（°） 

速力 

（kn） 

04:40:31 － 046 13.0 220 222 12.1  

04:40:42 － 053  4.3 205 257  2.7 １件目の事故

04:41:02 － 085  4.6 183 189  3.1  
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04:42:02 － 140  5.9 135 148  6.6  

04:43:01 － 124  7.1 098 110  6.0 ２件目の事故

04:44:01 － 138  5.5 077 087  5.3  

（注） Ａ船のＡＩＳ記録には、船首方位が記録されていなかった。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４から、次のとおりであったものと考えられる。 

① 航海士Ａは、１件目の事故に記載のとおりである。 

② 航海士Ｃは、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 船舶 

    ① Ａ船 

2.5.3(1)から、１件目の事故に記載のとおりである。 

    ② Ｃ船 

2.5.3(2)から、本事故当時、レーダーのＡＲＰＡが故障していたほかに 

は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

 

 3.2.2 見張り及び操船に関する解析 

  ２.１、2.5.3、2.6.1 及び３.１から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     Ａ船は、Ｂ船との衝突後、機関を停止して惰力により右回頭を続けたもの

と考えられるが、１件目の事故後に昇橋した船長Ａの操船状況については、

詳細を明らかにできなかった。 

   (2) Ｃ船 

    ① 航海士Ｃは、中央線に沿う約２２１°のコンパス針路及び対水速力約 

９.０kn の速力で自動操舵により航行し、０４時３４分ごろ第４号灯浮標

を左舷側に約０.１Ｍ隔てて通過したものと考えられる。 

    ② 航海士Ｃは、０４時３５分ごろＢ船がＣ船の右舷側を追い越して行くの

を認めたが、Ａ船とは、接近するおそれはないものと思っていたものと考

えられる。 

    ③ 航海士Ｃは、０４時４２分ごろ、右舷船首方にＡ船及びＢ船が位置して

いたことから、両船の左舷灯２個と白灯数個を視認し、それらの灯火が左

方に移動しながらＣ船に接近するので不審に思ったが、Ａ船とＢ船が衝突
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していることに気付かず、同灯火が右舷前方に接近したことから、これら

と距離を隔てるために左舵約２０°をとり、更に左舵一杯としたものと考

えられる。 

    ④ 航海士Ｃは、左舵一杯としたとき、Ａ船とＢ船とが衝突していることに

気付いたものと考えられる。 

 

 3.2.3 航法に関する解析 

  ２.１、３.１及び 3.2.1 から、次のとおりであったものと考えられる。 

  ２件目の事故は、Ａ船及びＣ船が梶取ノ鼻南西方沖を航行中に発生したものであ

り、同沖は、海上交通安全法の適用海域であるが、同法には、本事故に関して適用

される交通方法が定められていないので、海上衝突予防法の航法規定が適用される。 

しかしながら、２件目の事故は、Ａ船とＣ船が右舷を対して通過する態勢にあっ

たところ、Ｃ船の右舷前方４００ｍ付近でＡ船とＢ船とが衝突したことにより、Ａ

船及びＢ船が回頭しながらＣ船の前路に向けて航行し、１件目の事故が発生した約

２分後にＡ船とＣ船とが衝突したものであり、Ａ船及びＣ船は、時間的にも距離的

にも、海上衝突予防法の定型的な航法規定によっては衝突を避けることは困難で 

あった。 

    

 3.2.4 気象及び海象に関する解析 

  １件目の事故に記載のとおりである。 

 

 3.2.5 事故発生に関する解析 

  ２.１、３.１及び 3.2.2 から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船は、Ｂ船との衝突を避けるために右舵一杯として右回頭中、０４時 

４０分４２秒ごろ来島梶取鼻灯台から２５０°２.５Ｍ付近で左回頭中のＢ

船と衝突したのち、機関停止としたが、前進惰力で右回頭を続け、左回頭中

のＢ船と並んだ状態となって南東進し、Ｂ船の左舷後方を航行していたＣ船

の前路に向けて航行してＣ船と衝突した。 

(2) Ａ船は、Ｂ船と衝突後、機関を停止としたが、その後の船長Ａの操船状況 

については明らかにすることはできなかった。 

(3) Ｃ船は、コンパス針路を中央線に沿う約２２１°として航行中、０４時 

３４分ごろ、第４号灯浮標を左舷側に約０.１Ｍ隔てて通過したとき、右舷

船首方のＡ船と右舷を対して通過する態勢であった。 

(4) 航海士Ｃは、０４時３５分ごろＢ船がＣ船の右舷側を追い越して行くのを 

認めたが、Ａ船とは接近するおそれはないものと思っていた。 
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(5)  航海士Ｃは、０４時４２分ごろ、右舷船首方０.２Ｍ付近にＡ船及びＢ船

が位置していたことから、両船の左舷灯２個と白灯数個を視認し、それらの

灯火が左方に移動しながら、Ｃ船に接近するので不審に思ったが、Ａ船とＢ

船とが衝突していることに気付かなかった。 

(6) 航海士Ｃは、左舷灯２個と白灯数個が右舷前方に接近したので、これらと

距離を隔てるために左舵約２０°をとり、更に左舵一杯としたが、Ｂ船との

衝突は回避することができたものの、元の針路約２２１°から約７０°左回

頭したとき、Ａ船と衝突した。 

 

 

４ 原 因 

 

 ２件目の事故は、夜間、梶取ノ鼻南西方沖において、Ａ船がＢ船と衝突したのちに

惰力で右回頭しながら南東進中、Ｃ船が南西進中、Ａ船がＣ船の前路に向けて航行し

たため、Ａ船とＣ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 
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付図１ 事故発生場所 
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付図２ 推定航行経路図① 
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（平成２１年１２月３１日 

０４時４０分４２秒ごろ発生）
２件目の事故発生場所 
（平成２１年１２月３１日 
０４時４３分ごろ発生） 
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付図３ 推定航行経路図② 
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０４時４０分４２秒ごろ発生） 

２件目の事故 
（平成２１年１２月３１日 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 
 

時 刻 

（時:分:秒） 

北 緯 

（度-分-秒） 

東 経 

（度-分-秒）

船首方位

（°） 

針路

（°） 

対地速力 

（kn） 

04:00:02 33-59-02.2 132-44-15.6 511 028 12.7 

04:03:02 33-59-35.0 132-44-39.5 511 030 12.9 

04:05:11 33-59-59.6 132-44-56.5 511 031 13.1 

04:07:02 34-00-20.0 132-45-12.0 511 034 13.1 

04:11:01 34-01-03.8 132-45-47.2 511 034 13.3 

04:13:02 34-01-25.4 132-46-05.5 511 034 13.3 

04:15:02 34-01-47.2 132-46-24.1 511 036 13.3 

04:18:02 34-02-19.8 132-46-51.5 511 035 13.2 

04:20:02 34-02-41.3 132-47-10.9 511 037 13.4 

04:25:01 34-03-34.0 132-48-00.1 511 037 13.5 

04:27:01 34-03-55.2 132-48-20.4 511 038 13.6 

04:30:02 34-04-27.1 132-48-51.1 511 039 13.5 

04:32:02 34-04-58.2 132-49-22.3 511 041 13.5 

04:34:02 34-05-08.3 132-49-29.0 511 040 13.3 

04:35:02 34-05-18.5 132-49-43.0 511 040 13.3 

04:36:02 34-05-28.5 132-49-53.3 511 042 13.2 

04:37:02 34-05-38.4 132-50-03.8 511 038 13.3 

04:38:02 34-05-48.6 132-50-14.0 511 040 13.1 

04:39:02 34-05-58.8 132-50-24.2 511 038 13.2 

04:40:02 34-06-09.0 132-50-34.5 511 043 13.4 

04:40:31 34-06-13.7 132-50-39.7 511 046 13.0 

04:40:42 34-06-14.8 132-50-40.6 511 053  4.3 

04:41:02 34-06-15.4 132-50-42.3 511 085  4.6 

04:42:02 34-06-12.7 132-50-47.5 511 140  5.9 

04:43:01 34-06-08.1 132-50-53.7 511 124  7.1 

04:44:01 34-06-04.1 132-50-59.6 511 138  5.5 

04:45:01 34-06-00.1 132-51-02.6 511 153  3.8 

（注） 船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。 

なお、船首方位は、記録されていなかった。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録 
 

時 刻 

（時:分:秒） 

北 緯 

（度-分-秒） 

東 経 

（度-分-秒）

船首方位

（°） 

針路

（°） 

対地速力 

（kn） 

04:15:03 34-09-46.2 132-55-21.6 269 271 13.4 

04:15:33 34-09-46.1 132-55-13.6 259 267 13.4 

04:20:03 34-09-12.4 132-54-19.4 224 225 12.7 

04:23:02 34-08-45.9 132-53-47.5 225 224 12.1 

04:25:02 34-08-28.9 132-53-27.1 228 225 12.0 

04:28:02 34-08-04.2 132-52-56.4 229 227 11.9 

04:30:01 34-07-47.7 132-52-35.8 229 225 12.2 

04:32:01 34-07-30.6 132-52-15.2 231 225 12.3 

04:33:01 34-07-21.9 132-52-04.8 231 224 12.2 

04:34:01 34-07-13.2 132-51-54.3 231 226 12.1 

04:35:01 34-07-04.7 132-51-43.9 231 226 12.1 

04:36:01 34-06-56.2 132-51-33.6 231 226 11.9 

04:37:02 34-06-47.9 132-51-23.0 231 227 12.0 

04:38:02 34-06-39.7 132-51-12.4 230 227 12.1 

04:39:02 34-06-31.5 132-51-01.9 230 227 12.0 

04:40:02 34-06-23.2 132-50-51.3 226 225 12.3 

04:40:32 34-06-18.6 132-50-46.3 220 222 12.1 

04:40:42 34-06-18.4 132-50-45.6 205 257  2.7 

04:41:02 34-06-17.6 132-50-45.5 183 189  3.1 

04:42:02 34-06-12.9 132-50-47.7 135 148  6.6 

04:43:02 34-06-08.9 132-50-53.6 098 110  6.0 

04:44:02 34-06-07.9 132-51-00.2 077 087  5.3 

04:45:02 34-06-08.5 132-51-06.1 062 078  4.9 

（注） 船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。 
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写真１ 入渠中のＣ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 右舷外板を修理中のＣ船 
 

 




